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1

あなたはご存じですか？あなたのまちの財政運営が健全かどうかを、また、近い将来、財政破綻に陥るお

それがないかどうかを。

昨年3月に、紆余曲折を経て見事1市6町の大規模合併を成就したものの、歳入が見込みを大幅に下回った

ことなどにより当初の新市建設計画の実施が困難となった大崎市においては、具体的な試算値に基づき平成

22年度に破綻するおそれがあることなどをわかりやすく示す5ヵ年の短期財政見通しを作成しました。11月

には、こうした財政状況についてわたしたち住民の理解を得るべく市内9箇所において市長が陣頭に立って

住民説明会を開催するなど、今なおわたしたち住民や市職員等が危機感を共有し一丸となって財政健全化に

向けた必死の努力を続けています。

柴田町においても、平成23年度には破綻するおそれがあることなどを示す10ヵ年の財政推計を作成し、

昨年10月から11月にかけて町内13箇所において町長自らも同席し町民懇談会を開催しました。ここでのわ

たしたち住民の評価を踏まえ、12月に提出した町職員給与の削減、補助金の廃止・削減、住民負担の引上げ

等を盛り込む関連条例案が、町議会において可決・成立し、財政健全化に向けて大きな一歩を踏み出したと

ころです。

このように、まちの財政運営についてわたしたち住民一人ひとりが自らの問題として真剣に考え始めまし

た。もはや国や県をあてにすることはできません。わたしたちは、市町村職員と力を合わせて、まちの財政

状況を正確に把握しそれをもとにまちの将来を自ら考え自ら創る使命を帯びているのです。

本書は、平成17年度までの県内市町村の決算の状況を、平易な説明や用語解説により、わかりやすく取り

まとめたものです。本書を、あなたのまちの財政の実態を把握するとともに明日のまちづくりを考える一助

としていただければ幸いです。

平成19年３月

宮城県総務部市町村課長 荒 竹 宏 之

は じ め に



2

市 町 村 名 歳入総額

403,421
69,204
19,793
23,334
14,825
21,759
11,394
17,752
12,102
40,014
44,163
15,784
57,097

750,641
5,415
2,277
7,232
5,224

10,899
4,958
7,267
9,874
5,490
5,717
5,626
8,322
8,847
3,793
8,178
3,376
4,037

15,808
5,993

10,835
9,310
4,412
9,301

162,189
912,830
509,409

歳出総額

395,464
68,509
19,512
22,977
14,292
21,323
10,920
17,442
11,817
39,116
43,138
15,428
56,054

735,991
5,262
2,188
7,073
5,065

10,817
4,695
6,986
9,610
5,232
5,575
5,436
8,068
8,452
3,632
7,771
3,184
3,874

15,207
5,945

10,650
9,006
4,334
9,077

157,138
893,129
497,665

形式収支

7,958
695
281
357
533
436
474
310
285
898

1,025
356

1,043
14,650

154
89

158
158

82
263
281
263
259
142
190
254
395
160
408
192
163
601

47
185
304

79
224

5,052
19,701
11,744

実質収支

403
548
230
357
369
390
443

91
278
633
580
144
680

5,146
134

45
148

97
66

250
208
224
159
141
189
235
296
147
326
192
163
474

36
168
194

66
171

4,128
9,274
8,871

単年度収支

-149
548

73
357

36
178
-71

-242
-28
633
580
144
680

2,739
-18

-5
20

-48
-3
47

-30
-87

-104
-18

-8
-89
-34

-130
-196

17
36

114
-21
168
-49

-0
171

-266
2,473
2,622

実質単年度収支

-1,377
2,371
-250
-515
712
-44
-64

-241
-102
831
113
44

-1,483
-7

-172
-4

-139
-113
-278
-127
-77

-366
-283
-161
-74

-209
-275
-130
-916

17
7

-346
-44

-188
998
63
12

-2,804
-2,811
-1,434

（単位：百万円）

仙 台 市

石 巻 市

塩 竈 市

気 仙 沼 市

白 石 市

名 取 市

角 田 市

多 賀 城 市

岩 沼 市

登 米 市

栗 原 市

東 松 島 市

大 崎 市

市 計

蔵 王 町

七 ヶ 宿 町

大 河 原 町

村 田 町

柴 田 町

川 崎 町

丸 森 町

亘 理 町

山 元 町

松 島 町

七 ヶ 浜 町

利 府 町

大 和 町

大 郷 町

富 谷 町

大 衡 村

色 麻 町

加 美 町

涌 谷 町

美 里 町

女 川 町

本 吉 町

南 三 陸 町

町 村 計

県計（仙台市含）

県計（仙台市除）

※上表は端数処理により、合計と一致しない場合がある。

※平成17年度合併団体については、前年度の実質収支を「0」として単年度収支を算出するため、実質収支＝単年

度収支となり、単年度収支が実態よりプラスに出ている。また、実質単年度収支についても、この単年度収支を

ベースに算出するため、実態よりプラスに出ている。

形式収支

歳入から歳出を差し引いた額。

実質収支

その年度の決算で、収支が

赤字か黒字かを見るための指

標で、形式収支から、翌年度

に繰り越すべき財源（事業の

繰越によって来年度に確保す

べき財源など）を差し引いた

額をいいます。

単年度収支

実質収支には、その年度以

前から累積された赤字や黒字

の要素が含まれています。し

たがって、その年度の収支の

赤字・黒字を判別するために

は、その年度の実質収支から、

前年度の実質収支を差し引い

た額を算出する必要があり、

この数値を単年度収支といい

ます。

実質単年度収支

単年度収支には、長期的に

見て、実質的な黒字要素・赤

字要素となる支出・収入が含

まれています。

例えば財政調整基金という

基金への繰出しは将来の赤字

に備えて積立を行うもので、

その年度では支出となります

が、後年度で取り崩せば収入

となります。また、地方債の

繰上償還は償還を行うその年

度において、単年度としては

大きな支出となりますが、後々

の地方債償還に係る利息を削

減することができるなど、長

期的には支出を削減する効果

があります。これらの要素が

なかったと仮定して算出した

収支を実質単年度収支といい

ます。

実際の算定にあたっては、

単年度収支に、財政調整基金

への積立額及び地方債の繰上

償還額を加え、財政調整基金

の取崩し額を差し引いた額と

なります。



平成17年度の県内市町村の普通会計決算額は、歳入が9,128.3億円、歳出が8,931.3億円で、

歳入から歳出を差し引いた額（形式収支）は197.0億円の黒字となりました。

3

普通会計 市町村など地方公共団体の会計は一般会計と特別会計に区分経理されていますが、各団体の会計区分は一様ではな

いため、一般行政部門を普通会計として整理しています。この他の会計には、その収支を一般会計とは分けて経理する必要が

ある場合に設けられる会計で、各種の公営企業会計や介護保険事業会計、国民健康保険事業会計、老人保健医療事業会計など

があります。

50

22.3

1,846

74.6

84.5 85.4

94.6

4,203
4,399

4,674

4,934

5,481
5,659

6,701

7,080

7,619

8,356

9,091
8,981

9,136
9,347 9,257

9,701
9,851

9,026
9,157

8,910

111.3

99.7
103.9

111.1

96.7
101.1

106.9 107.5

117.6
112.9 112.8

109.5
114.7

120.3
126.1

120.3

8,931.3
億円

9,1019,150

92.7
億円

112.5113.4
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実質収支赤字の団体は昨年度の6団体（全て市町村合併による打切り決算によるもの）から、

0団体となりました。

単年度収支は、決算初年度となった平成17年度合併団体で皆増（平成16年度はゼロ、平成

17年度は実質収支と同額）となったことなどから24億7千3百万円の黒字に転じました（平成

16年度の実質収支－平成17年度実質収支の値と一致していません。）。赤字団体は36団体中

20団体でした（前年度は69団体中42団体）。

実質単年度収支は、4年連続して赤字となり、赤字団体は36団体中26団体となりました（前

年度は69団体中44団体）。

また、経常収支比率は、単純平均で89.3％となり、前年度（90.8％）と比較して1.5ポイン

ト減少しました。これは、比較的比率の高かった団体が合併したために平均が下がったに過ぎ

ず、加重平均は92.8％（前年度91.8％）と高くなっており、依然として硬直的な財政状況が続

いています。

4

経常収支比率 P.33の「財政運営のチェックポイント」参照。

単純平均 全市町村の指標の数値を積み上げ、当該市町村数で除したもの。

加重平均 指標算定式の分子、分母をそれぞれ全市町村分積み上げてから算定したもの。
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11,293
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-7,023

-18

78.3

11,275 10,946
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-325
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-3,140

483

11,474
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81.1

598

2,389

576 662

82.7
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-572
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11,335

-139
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90.8

11,250

-95

-4,623

実質収支

単年度収支

実質単年度収支

経常収支比率

（単位：％）

-467



平成17年度の歳入は9,128.3億円で、前年度（9,293.7億円）に対して165.4億円（1.8％）の

減少となりました。

歳入が減少した原因については、地方債などの減少額が、一般財源である地方税、地方交付

税や特定財源である国庫支出金などの増加額を上回ったことが挙げられます。

地方債については、地方交付税の一部が振り替えられる臨時財政対策債の減少や建設事業の

減少に伴い発行額が減り、前年度と比較して209.5億円（17.5％）の減少となりました。

一方、地方交付税については、市町村合併に伴う基準財政需要額の増などの影響で、前年度

から58.1億円（3.1％）増加しました。また、国庫支出金については、児童福祉や生活保護な

どの民生関係で増加したことにより、前年度と比較して25.2億（3.1％）増加しました。

5

地方税 地方公共団体が仕事を進めていくための根本になる財源で、その地域に暮らし、活動し、消費している個人や法人が

負担しているもの。地方税には道府県が課税する道府県税と市町村が課税する市町村税があります。

地方債 地方公共団体が、必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が単年度でなく、複数年度に

わたり行われるもの。いわば「地方公共団体の借金」です。

地方交付税 地方税は、地域によって人口や経済力に差があるため、どの地域も同じように得られるとは限りません。一方で、

たとえば生活保護などは、地域の経済力に差があるとしても日本全国どこでも同じ内容でなければなりません。このように、

一定の行政水準を保つため、地域ごとの税収の違いを補てんする地方交付税という制度があります。いわば、国による税の再

配分の性格を持っています。

この地方交付税は、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合を財源としています。交

付税には、一定の算式により交付される「普通交付税」と、災害など特別の財政事情に応じて交付される「特別交付税」の２

つがあります。
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54.4

45.6

31.9

21.7
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11.1
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47.3

35.0

25.5

9.4

7.3
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34.6

24.0

10.2
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34.6
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11.1

8.1
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20.9
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47.7

33.6

21.0

10.8

9.0

51.8

48.2

32.7

20.0

12.9

8.6

自主財源

依存財源

地方交付税

国庫支出金

地方債

地方税

地方税、分担金及び負担金、使用料、

手数料、財産収入、寄附金、繰入金、

繰越金、諸収入

市町村の財源は、自主財源（地方税など自主的に収

入する財源）と依存財源（地方交付税など、国または

都道府県から交付される収入）に分けられ、自主財源

の多寡は市町村の自主性、安定性に影響を与えます。

自主財源が財源全体に占める割合は、前年度48.2％

より0.5ポイント減少し47.7％となりました。これは、

地方税が増加したものの、基金等からの繰入金や諸収

入が大きく減少したことによるものです。
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2,068
（20.7） 2,294

（22.7） 2,374
（25.5）

2,265
（24.0）

地方交付税
1,920
（21.0）

4,861
（50.7）

4,790
（50.3）

5,240
（52.4）

5,475
（54.1）

4,899
（52.7）

4,957
（52.7） 依存財源

4,770
（52.3）

1,948
（40.8）

2,629
（55.1）

3,354
（35.0）

3,490
（36.6）

3,374
（33.7）

3,365
（33.2）

3,254
（35.0）

3,254
（34.6）

地方税
3,067
（33.6）

406
（21.7）

1,019
（54.5）

1,873

4,771

9,594 9,524

9,997

9,289 9,399
9,128

4,479
（48.2）

1,862
（20.0）

4,815
（51.8）

3,038
（32.7）

9,294

4,349
（46.4）

1,961
（20.9）

5,016
（53.6）

3,072
（32.8）

9,365

10,117

854（45.5）

（町村部）（市部）

4,429
（48.4）

2,101
（23.0）

4,720
（51.6）

3,170
（34.6）

9,149
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平成17年度の市町村税収入額は、3,067億円と前年度から1.0％増加しました。これは、固定

資産税がほぼ横ばいであったものの、市町村民税などで収入額が増加したためです。

税目別に見ると、構成割合が第１位

の固定資産税（47.7％）は収入額が前

年度比ほぼ横ばいとなりました。これ

は、家屋の増加分と、地価の下落等に

伴う土地評価額の減価分や償却資産の

減少分が互いに打ち消し合ったことに

よるものです。

固定資産税に次ぐ市町村民税（37.9

％）は、前年度対比2.8％増と前年度

を上回りました。これは、法人税割が

0.1％減少したものの、個人均等割が

税制改正により12.0％、法人均等割が

1.1％、個人所得割が3.7％増加したこ

とによるものです。

目的税については、入湯税（0.2％）

が前年度対比2.0％、都市計画税（6.7

％）が前年度対比0.4％減少し、事業

所税（1.4％）が前年度対比1.5％増加

しています。

（国民健康保険税を除く）

（国民健康保険税を除く）

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
50

（億円）
単位：億円・％

60 8 9 10 11 12 13 1514 17年度16

268
（44.8）

912
（46.8）

1,401
（41.8）

1,496
（44.6）

293
（8.7）

164（4.9）

1,504
（43.1）

1,515
（43.4）

286
（8.2）

185（5.3）

1,345
（39.9）

1,556
（46.1）

288
（8.5）

185（5.5）

1,304
（38.8）

1,576
（46.8）

291
（8.6）

194（5.8）

1,272
（39.1）

1,512
（46.5）

278
（8.5）

192（5.9）

1,265
（38.9）

1,522
（46.8）

277
（8.5）

190（5.8）

1,186
（37.4）

1,517
（47.9）

282
（8.9）

185（5.8）

700
（36.0）

191
（9.8）

144（7.4）

215
（36.0）

85（14.2）

30（5.0）

598

1,947

3,354

3,490
3,374 3,365

3,254 3,254
3,170

市町村民税
1,164
（37.9）

固定資産税
1,463
（47.7）

目的税
254（8.3）

その他普通税
186（6.1）

3,067

1,135
（37.4）

1,462
（48.1）

252（8.3）

189（6.2）

3,038

1,159
（37.7）

1,468
（47.8）

260（8.5）

185（6）

3,072

県全体
3,067億円

市町村
民 税
1,164
（37.9）

固 定
資産税
1,463
（47.7）

都 市
計画税
204
（6.7）

普通税 2,813
（91.7）

目的税
254（8.3）

個人分
820

（26.7）

法人分
344

（11.2）

家屋
679

（22.2）

土地
482

（15.7）

償却資産
287（9.3）

軽自動車税等
30（1.0）

入湯税等
6（0.2）

単位：億円・％

事業所税
44（1.4）

市 町 村
たばこ税
156（5.1）

交納付金
15（0.5）
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徴収実績は、県全体の徴収率が92.1％（前年度91.7％）と前年度より0.4ポイント上回りま

した。各市町村別の状況については、前年度の徴収率と同率または上回った市町村数は45団体

中17団体（前年度69団体中20団体）で、残りの28団体は前年度の徴収率を下回りました（平

成17年10月以降合併団体については、旧団体別に調査）。

主な税目別の徴収率は、市町村民税は94.0％（前年度93.8％）で前年度を0.2ポイント上回り、

固定資産税は90.3％（前年度89.9％）で前年度を0.4ポイント上回りました。

次年度に滞納繰越される額は、ここ数年減少傾向にありますが、昭和60年度の81.8億円に比

べ、平成17年度では約3.2倍の262.2億円となっています。

（国民健康保険税を除く）

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

98.0

97.0

96.0

95.0

94.0

93.0

92.0

91.0

90.0

89.0

88.0

87.0

（百万円）
（％）

60 8 9 10 11 12 13 1514 17年度16

市町村民税

市町村民税（徴収率）

固定資産税

市町村税（徴収率）

その他の普通税 目的税

固定資産税（徴収率）

3,321

5,940
6,864 7,272

7,682 7,797 7,810
7,857
（27.2）

96.5

96.0

94.7

95.9

94.9

94.4

95.6

94.4

93.7

94.9

93.5

92.9

94.4

92.7

91.8

94.2

92.3

90.9

94.2

92.1

90.4

93.8

91.7

89.8

94.0

92.1

90.3

229

1,854

1,912

2,288

2,127

1,853

1,048

738

1,554

1,829

2,127

2,489

2,602

2,808

882
（3.1）

2,862
（9.9）

3,894

8,801

10,105

11,909

14,009

15,046

16,250

17,234
（59.8）

市町村
民 税
7,417
（28.3）

788
（3.0）

目的税
2,314
（8.8）

固 定
資産税
15,705
（59.9）

93.8

91.7

89.9

7,550
（27.6）

803
（2.9）

2,559
（9.4）

16,444
（60.1）

93.9

91.7

89.8

7,544
（27.2）

831
（3.0）

2,653
（9.6）

16,705
（60.2）

そ
の
他
普
通
税

そ
の
他
普
通
税

そ
の
他
普
通
税
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地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準的な

行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保障するためのもので、一定の基

準により、国税の一定割合を国が交付する税です。

本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源はそれぞれの地方公共団体がその住民

から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方

公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来地方の税収入とすべき財源を国が代わ

って徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して、地方交付税として再配分しています。

※調整率：普通交付税の総額が財源

不足額の総額に満たない

場合に、財源不足額の総

額を普通交付税の総額と

一致させるために乗じる

率のことをいいます。こ

の率を乗じて算出された

額が調整額となります。

※錯誤額：交付税算定後において、

基準財政需要額または基

準財政収入額に異動の生

じた額のことをいいます。

（注）１. 基準財政需要額及び基準財政収入
額は、財源不足団体の合計額です。

（注）２. 構造説明のため、数値とグラフの
長さが合わない箇所があります。

（注）３. 平成17年度の普通交付税は、国の
補正予算措置により、調整額が復
活・交付されました。
※〔 〕書きが当初の交付額。

公債費
41,105

土木費
51,656

土木費
29,229

消防費
30,758

その他の行政費
23,636

その他の行政費
69,398

基準財政需要額
（振替後）
435,119

臨時財政対策債
振替額
31,019

産業経済費5,902

地方譲与税等11,197

税交付金10,450

税交付金
17,811

地方
譲与税
8,297

目的税
3,298

普通税
197,123

錯誤額
△207

（ － ）
175,586

普通交付税
175,379
〔174,668〕

その他11,357

産業経済費
12,308

厚生費7,934

厚生費
133,752

基準財政需要額
（振替前）
466,138百万円

財源不足額
175,379百万円

（ － +錯誤額）

普通交付税額
175,379百万円
〔174,668百万円〕

基準財政収入額
259,533百万円

教育費11,819

教育費
48,641

公
債
費

目
的
財
源

一
般
財
源

投
資
的
経
費

経
常
経
費

A

A

基準財政需要額
（振替後）
435,119百万円

B B

C

C

調整額
〔△711〕

B C

（ -臨時財政対策債振替額）



地方交付税額は、平成12年度をピークに減少傾向に転じましたが、これは普通交付税の算定

に用いる基準財政需要額の一部が臨時財政対策債に振り替えられたためです。臨時財政対策債

を含めた場合の普通交付税相当額は、平成15年度までは前年度を上回っていましたが、平成

16年度から減少に転じました。

10

基準財政需要額 各地方公共団体が合理的、妥当な水準の行政を行うための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した

額です。

基準財政収入額 地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の

方法によって算定した額です。標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち、75％の額とされています。

臨時財政対策債 地方の財源不足を国と地方が折半して補てんするための地方債のことです。平成13年度以降の地方負担分

については、臨時財政対策債を発行するため基準財政需要額の一部が振り替えられています。

なお、この地方債に係る償還金は、後の地方交付税で全額補てんされることになっています。

※平成13～17年度の臨時財政対策債は地方交付税の振り替えとしてできた制度ですが、形式としては地方債であるため、

実際には借入れを行っていない市町村もあります。グラフ中の数値は「発行可能額」であり、実借入れ額と一致しません。

◎グループ別の該当団体

Ａ 女川町

Ｂ 仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市

蔵王町・大河原町・柴田町・亘理町・七ヶ浜町

利府町・大和町・富谷町・大衡村

Ｃ 石巻市・気仙沼市・白石市・角田市・東松島市

大崎市・七ヶ宿町・村田町・山元町・松島町

大郷町・美里町

Ｄ 登米市・栗原市・川崎町・丸森町・色麻町

加美町・涌谷町

Ｅ 本吉町・南三陸町

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

（百万円）

8 9 10 11 12 13 1514 17年度

172,833 179,596 187,248
209,506

216,418
205,816 191,284

普通交付税
175,379

16,105
16,468

17,184

19,865
20,985 19,509

14,287

18,835
特別交付税
16,643

188,938
196,064

204,432

229,371
237,403 239,612 239,888

223,666

29,769

臨時財政対策債
31,644

16

169,090

17,124

227,372

41,158

176,982

19,091

255,054

58,981

70

60

50

40

30

20

10

0

（％）

62.0

41.1

25.0

16.1
13.8

33.6

0.2
0.9
1.9

11.4

2.0

6.5

31.6

2.6

4.2

43.6

3.0

3.4

43.5

2.2
3.0

21.0

2.3

5.4

グループ

財政力
指 数

地方税

1.0以上 0.3未満 平 均
0.5～
1.0
未満

0.4～
0.5
未満

0.3～
0.4
未満

A B C D E 全

地方交付税 地方譲与税 その他の一般財源



平成17年度の歳出は、8,931.3億円で前年度（9,100.6億円）に対して169.3億円の（1.9％）

減となりました。

地方公共団体の歳出構造を分類する方法には、歳出を行政目的により分類した「目的別分類」

と、歳出を経済的性質により分類した「性質別分類」がありますが、宮城県内の市町村につい

てはそれぞれ以下のグラフのとおりとなっています。
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性質別分類 歳出を経済的性質によって、人件費、物件費、維持補修費など、予算や決算の節という区分を基準として分類し

たものです。また、経費を「義務的経費」、「投資的経費」及び「その他の経費」に分類することによって、財政の健全性、

弾力性を測定することができます。

目的別分類 歳出をその行政目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費など、予算や決算の款及び項という区分を基準と

して分類したものです。

県 全 体

仙 台 市

市部（仙台市除く）

町 村

（893,129百万円）

（395,464百万円）

（340,527百万円）

（157,138百万円）

人件費 19.7％ 公債費 15.3％ 普通建設事業費 16.5％ 物件費 12.5％ 補助費 10.2％
扶助費
9.6％

繰出金
8.7％

その他
7.5％

16.2％ 18.2％ 18.6％ 12.2％ 9.9％5.2％7.9％11.8％

22.5％ 13.2％ 14.5％ 12.2％ 11.2％ 11.5％ 5.9％9.0％

22.7％ 12.8％ 15.7％ 13.8％ 11.3％ 5.1％13.4％5.2％

県 全 体

仙 台 市

市部（仙台市除く）

町 村

（893,129百万円）

（395,464百万円）

（340,527百万円）

（157,138百万円）

総務費 12.7％ 民生費 20.9％ 衛生費 9.1％ 土木費 16.4％ 教育費 12.5％ 公債費15.4％ その他 9.7％

8.8％ 22.1％ 20.2％ 11.4％ 11.3％18.2％7.5％ 0.5％

15.8％ 20.7％ 5.1％ 13.4％ 8.5％13.2％13.0％10.3％

15.6％ 18.2％ 6.3％ 13.2％ 8.9％14.5％ 12.8％10.5％

農水費
3.3％
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40.7

34.1

27.7

7.9

5.1

38.5

30.2

22.8

5.3

10.4

35.2

31.1

18.9

5.2

11.1

37.5

28.9

19.7

5.8

12.0

37.0

29.8

18.9

6.0

12.1

37.2

26.5

18.7

6.3

12.2

39.3

23.0

20.0

5.4

13.9

39.8

22.3

19.8

5.9

14.1

41.5

20.3

20.0

6.7

14.9

42.1

19.7

19.4

7.7

15.0

44.6

19.7

16.7

9.6

15.3

42.4

19.3

19.1

8.5

14.6

義務的経費

投資的経費

人件費

公債費

扶助費

義務的経費は、前年度と比較して3.4％増の3,986.4億円で、歳出総額に占める割合は44.6％

となりました。内訳としては、人件費、扶助費、公債費ともに増加しましたが、人件費につい

ては、市町村合併により一部事務組合の業務を引き受けた団体があることが主な増加要因です。

扶助費は、合併に伴い市制移行した団体で生活保護業務を行うこととなったことや、児童手当

支給額が増加したことなどにより、前年度と比較して10.9％の大幅な増となりました。

投資的経費は前年度と比較して14.2％減の1,493.2億円となり、7年連続で減少となりました。

内訳を見ると、普通建設事業費が前年度（1,691.6億円）に対して12.8％減少（今年度は

1,474.6億円）しており、特に単独事業が前年度と比較して15.8％の大幅な減となっています。
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（億円）
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511
（27.7）

1,065
（22.8）

1,761
（18.9）

1,821
（19.7）

1,834
（18.9）

1,838
（18.7）

1,804
（20.0）

1,810
（19.8）

1,778
（20.0）

1,798
（38.5）

3,288
（35.2）

3,469
（37.5）

3,586
（37.0）

3,663
（37.2）

3,548
（39.3）

3,646
（39.8）

3,697
（41.5）1,411

（30.2）

2,905
（31.1）

2,679
（28.9）

2,889
（29.8）

2,614
（26.5） 2,081

（23.0）

2,044
（20.3）

1,804
（20.3）

1,465
（31.3）

3,154
（33.7）

3,109
（33.6）

3,226
（33.2）

3,574
（36.3）

3,397
（37.7）

3,467
（37.9） 3,409

（38.2）

628
（34.1）

751（40.7）

467（25.2）

1,846

4,674

9,347 9,257
9,701 9,851

9,026 9,157
8,910

人件費
1,763
（19.7）

義務的
経費
3,986
（44.6）

投資的
経費
1,493
（16.7）

その他
3,452
（38.7）

8,931

16

1,753
（19.3）

3,856
（42.4）

1,740
（19.1）

3,504
（38.5）

9,100

1,774
（19.4）

3,854
（42.1）

1,800
（19.7）

3,496
（38.2）

9,150
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義務的経費 人件費、扶助費、公債費が該当します。支出が義務づけられているため、任意に節減できない極めて硬直性の強

い経費です。

投資的経費 普通建設事業費、災害復旧事業費等、その支出の効果が資本形成に向けられる経費です。義務的経費に対して、

この経費の割合が高いほど、財政構造は弾力性が高いと言えます。

普通建設事業費 道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等に要する投資的経費のことです。

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

（百万円）

60 8 9 10 11 12 13 1514 17年度

67,455 67,371

5

201,748

73,533

4,453

185,227

66,351

5,986

189,293

77,039

9,731

170,768

69,844

8,561

138,946

53,513

6,975

128,134

58,106

5,271

105,434

57,774

5,787

95,954

41,230

5,562

補

助

事

業

費

単

独

事

業

費

国

直

轄

事

業

費

16

113,900

44,002

6,717

108,027

54,066

6,494

1

5

7
2

9

1

1

1

9

50％以上

45～50％未満

40～45％未満

35～40％未満

30～35％未満

25～30％未満

25％未満

（町村部）（市部）
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80.6

77.2
(80.1)

77.4
(79.5)

77.0
(78.8)

80.0
(83.6)

81.7
(84.3)

80.3
(82.8)

84.6
(86.9)

82.7
(85.0)

84.4
(85.0) 84.0

(84.6)

82.4
(83.2)

85.4
(88.0)

88.2
(93.2)

89.8
(101.1)

95.9(102.4)

91.1(96.8)

89.3(95.1)

88.1(93.8)

93.3
(102.4)

92.6
(99.9)

90.8
(99.2)

90.5
(99.1)

87.6
(93.4)

88.6
(98.5)

85.0
(90.2)

85.4
(96.1)

84.5
(89.7)

84.8
(95.7)

83.2
(86.0)

82.7
(85.2)

82.3
(84.8)

80.7
(81.0)

81.1
(81.5)

81.9
(82.5)

80.4
(80.7)

80.8
(81.1)

80.3
(81.7)

79.5
(80.8)

77.8
(79.4) 78.3

(80.0)

77.2

78.9

78.6

77.0

76.9

73.0
仙台市

市(仙台市除く)平均

町村平均

（％）

0

70

75

80

85

90

県平均

町 村 平 均

市(仙台市除く)平均

（ ）は減税補てん債、臨時財政対策債を

経常一般財源から除いた経常収支比率

仙 台 市

県 平 均

凡 例

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、

市町村合併の影響で単純平均では89.3％と

前年度（90.8％）より1.5ポイント減少しま

したが、加重平均では前年度より上昇してお

り（P.4参照）、依然として硬直的な財政状

況が続いています。

また、段階別分布状況を見ると、90％以

上が19団体、80％以上が14団体となっており、

36団体のうち33団体が80％を超えています。

14

（平成17年度）

区分

※減税補てん債・臨時財政対策債を経常一般
財源に加えた経常収支比率

団体色
団体数

75％未満

75～80％未満

80～85％未満

85～90％未満

90％以上

計

市

0

1

0

5

7

13

町村

1

1

3

6

12

23

計

1

2

3

11

19

36

（平均は単純平均）

気仙沼市気仙沼市気仙沼市

本吉町本吉町本吉町

南三陸町南三陸町南三陸町

大崎市大崎市大崎市

栗原市栗原市栗原市

加美町加美町加美町

登米市登米市登米市

女川町女川町女川町
石巻市石巻市石巻市

東松島市東松島市東松島市

涌谷町涌谷町涌谷町
美里町美里町美里町

大衡村大衡村大衡村

色麻町色麻町色麻町

大郷町大郷町大郷町

松島町松島町松島町

利府町利府町利府町
七ケ浜町七ケ浜町七ケ浜町

多賀城市多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市塩竈市
富谷町富谷町富谷町

大和町大和町大和町

仙台市仙台市仙台市

名取市名取市名取市

岩沼市岩沼市岩沼市

亘理町亘理町亘理町

山元町山元町山元町

丸森町丸森町丸森町

角田市角田市角田市
白石市白石市白石市

七ケ宿町七ケ宿町七ケ宿町

蔵王町蔵王町蔵王町

川崎町川崎町川崎町
村田町村田町村田町

大河原町大河原町大河原町

柴田町柴田町柴田町
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平成17年度の起債制限比率（平成15～17

年度の3ヵ年平均）は、単純平均では前年度（県

平均9.3％）から0.3ポイント減少して9.0％

となりました。

しかし、加重平均では、13.4％と前年度

（12.7％）より0.7ポイント上昇しており、

実態として状況が改善しているとは言えま

せん。

（平成17年度）

区分 団体色
団体数

6.0％未満

6.0～9.0％未満

9.0～12.0％未満

12.0～15.0％未満

15％以上

計

市

1

1

9

1

1

13

町村

2

14

4

3

0

23

計

3

15

13

4

1

36

（平均は単純平均）

気仙沼市気仙沼市気仙沼市

本吉町本吉町本吉町

南三陸町南三陸町南三陸町

大崎市大崎市大崎市

栗原市栗原市栗原市

加美町加美町加美町

登米市登米市登米市

女川町女川町女川町
石巻市石巻市石巻市

東松島市東松島市東松島市

涌谷町涌谷町涌谷町
美里町美里町美里町

大衡村大衡村大衡村

色麻町色麻町色麻町

大郷町大郷町大郷町

松島町松島町松島町

利府町利府町利府町
七ケ浜町七ケ浜町七ケ浜町

多賀城市多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市塩竈市
富谷町富谷町富谷町

大和町大和町大和町

仙台市仙台市仙台市

名取市名取市名取市

岩沼市岩沼市岩沼市

亘理町亘理町亘理町

山元町山元町山元町

丸森町丸森町丸森町

角田市角田市角田市
白石市白石市白石市

七ケ宿町七ケ宿町七ケ宿町

蔵王町蔵王町蔵王町

川崎町川崎町川崎町
村田町村田町村田町

大河原町大河原町大河原町

柴田町柴田町柴田町

55 60 98 1110 1514 1716 年度1312

11.8

8.5

7.8
7.7

7.2

11.0

10.9 9.7

9.5

9.7

9.5

9.6

9.4

9.5 9.4

9.3 9.3 9.1

9.2 9.3

9.2

11.5

10.6 10.6 10.6 10.4

10.0
9.7

9.5 9.5
9.6

19.0

9.0

8.3

9.5

17.4

9.3

9.1

9.2

9.0

14.5
14.2

14.5

14.9

15.3 15.1
15.3

16.3

仙台市

県平均

市(仙台市除く)平均

町村平均

0

7

8

9

10

11

12

13

14

15
（％）

町 村 平 均

市(仙台市除く)平均

仙 台 市

県 平 均

凡 例
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（平成17年度）

平成17年度決算から算定することとな

った実質公債費比率（平成15～17年度の

3ヵ年平均）は、単純平均で15.3％とな

りました。

なお、起債許可団体となる18％以上の

団体は、7団体です。

また、一部の起債が制限される25％以

上の団体はありませんでした。

区分 団体色
団体数

10％未満

10～15％未満

15～18％未満

18～25％未満

25％以上

計

市

1

3

6

3

0

13

町村

3

9

7

4

0

23

計

4

12

13

7

0

36

気仙沼市気仙沼市気仙沼市

本吉町本吉町本吉町

南三陸町南三陸町南三陸町

大崎市大崎市大崎市

栗原市栗原市栗原市

加美町加美町加美町

登米市登米市登米市

女川町女川町女川町
石巻市石巻市石巻市

東松島市東松島市東松島市

涌谷町涌谷町涌谷町
美里町美里町美里町

大衡村大衡村大衡村

色麻町色麻町色麻町

大郷町大郷町大郷町

松島町松島町松島町

利府町利府町利府町
七ケ浜町七ケ浜町七ケ浜町

多賀城市多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市塩竈市
富谷町富谷町富谷町

大和町大和町大和町

仙台市仙台市仙台市

名取市名取市名取市

岩沼市岩沼市岩沼市

亘理町亘理町亘理町

山元町山元町山元町

丸森町丸森町丸森町

角田市角田市角田市
白石市白石市白石市

七ケ宿町七ケ宿町七ケ宿町

蔵王町蔵王町蔵王町

川崎町川崎町川崎町
村田町村田町村田町

大河原町大河原町大河原町

柴田町柴田町柴田町
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0.2

0.3

0.4

0.6

0.5

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

50 60 98 1110 1514 1716 年度1312

1.022

0.941

0.542

0.299

0.250

0.407

0.354

0.375

0.333

0.384

0.343

0.392

0.352

0.383 0.373

0.345 0.336

0.368

0.332

0.376

0.340

0.676

0.604 0.605 0.609 0.595
0.577 0.564 0.566

0.889 0.883 0.878
0.852

0.823
0.800 0.801

0.395

0.361

0.573

0.806

0.534

0.501

0.539

0.815

0.410

0.378

0.577

0.815

仙台市

県平均

市(仙台市除く)平均

町村平均

町 村 平 均

市(仙台市除く)平均

仙 台 市

県 平 均

凡 例

区分 団体色
団体数

1.0以上

0.5～1.0未満

0.4～0.5未満

0.3～0.4未満

0.2～0.3未満

0.2未満

計

市

0

5

6

2

0

0

13

町村

1

9

6

5

2

0

23

計

1

14

12

7

2

0

36

17

（平成17年度）

財政基盤の強さを示す指標である財政

力指数（平成15～17年度の3ヵ年平均）は、

単純平均で0.534（前年度0.410）、加重

平均で0.613（前年度0.604）となりまし

た。

なお、地方交付税の不交付団体となる

1.0以上の団体は、前年度と同様、女川町

です。

また、市町村合併の影響で、0.2未満の

団体はなくなりました（前年度7団体）。

※小数第３位までの数値により区分

（３ヵ年の平均値）（平均は単純平均）

気仙沼市気仙沼市気仙沼市

本吉町本吉町本吉町

南三陸町南三陸町南三陸町

大崎市大崎市大崎市

栗原市栗原市栗原市

加美町加美町加美町

登米市登米市登米市

女川町女川町女川町
石巻市石巻市石巻市

東松島市東松島市東松島市

涌谷町涌谷町涌谷町
美里町美里町美里町

大衡村大衡村大衡村

色麻町色麻町色麻町

大郷町大郷町大郷町

松島町松島町松島町

利府町利府町利府町
七ケ浜町七ケ浜町七ケ浜町

多賀城市多賀城市多賀城市

塩竈市塩竈市塩竈市
富谷町富谷町富谷町

大和町大和町大和町

仙台市仙台市仙台市

名取市名取市名取市

岩沼市岩沼市岩沼市

亘理町亘理町亘理町

山元町山元町山元町

丸森町丸森町丸森町

角田市角田市角田市
白石市白石市白石市

七ケ宿町七ケ宿町七ケ宿町

蔵王町蔵王町蔵王町

川崎町川崎町川崎町
村田町村田町村田町

大河原町大河原町大河原町

柴田町柴田町柴田町
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いわゆる「地方公共団体の借金」である地方債現在高は、平成17年度末現在で1兆2,799億

円となり、将来的に支出が発生する債務負担行為を加えると1兆4,342億円にのぼります。建設

事業の減少等により、増加に歯止めがかかりつつありますが、依然として、多額の「借金」を

残している状況です。

このことにより、将来の元利償還金等の負担が増大することとなり、今後の財政構造の硬直

化が懸念されます。

0

200
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

50 60 8 9 10 11 12 13 17年度161514

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18（億円）
（％）

207

94

468
488

1,590

1,103

1,460

1,040

1,315

1,115

1,417

1,204

876

1,258

962

1,294

1,016

1.323

借入額
987

公債費
1,368

1,197

1,332

1,312

1.372

9.8 9.7

15.2

13.8

14.2

12.1

9.4

10.2

11.1

14.0

12.9

10.8

歳入に占める
地方債の割合

50 60 8 9 10 11 12 13 17年度161514
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（億円）

826

194

1,020

349

3,920

4,269

11,632

1,266

10,366

12,347

1,319

11,028

12,860

1,134

11,726

13,343

1,155

12,188

13,620

1,328

12,292

13,679

1,318

12,361

13,614
14,342

1,239

12,375

債務負担
行為
1,543

地方債
現在高
12,799

14,356

1,516

12,840

13,846

1,196

12,650

県全体
12,799億円

一般
公共
事業債
1,054
（8.2）

うち地域総合整備事業債
1,331（10.4）

うち合併特例事業債
99（0.8）

うち臨時
地方道
整備事業債
2,041
（15.9）

その他
1,815（14.2）

公営住宅建設事業債
322（2.5）

公共用地先行取得債
122（1.0）

義務教育施設
整備事業債
1,043（8.1）

一般廃棄物
処理事業債
370（2.9）

社会福祉施設
整備事業債
（厚生福祉施設整
備事業債を含む）
143（1.1）

過疎対策
事業債
366（2.9）

財源対策債
340（2.7）

減税補てん債
843（6.6）

臨時財政対策債
1,711（13.4）

その他
1,199
（9.3）

一般
単独
事業債
5,286
（41.3）

（平成17年度末現在）

単位：億円・％

県全体
1,543億円

道路・街路
125（8.1）

製造工事
請負
420

（27.2）

（平成17年度末現在）

単位：億円・％

学校
62（4.0）

農林水産
106（6.9）

その他
127（8.2）

道路・街路
23（1.5）

学校
9（0.6）

農林水産
6（0.4）

その他
124（8.0）

建造物購入
109（7.1）

その他物件購入
2（0.1）

その他
850（55.1） 土地購入

162（10.5）
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0

500

50 60 8 9 10 11 12 13 17年度1514

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
（億円）

単位：億円・％

416
（64.9）

221
（34.5）

4
（0.6）

9
（0.8）

727
（61.8）

440
（37.4）

544
（23.5）

347
（14.9）

1,427
（61.6）

481
（21.3）

324
（14.3）

1,456
（64.4）

444
（21.4）

295
（14.2）

1,336
（64.4）

441
（19.3）

319
（14.0）

1,522
（66.7）

480
（21.7）

330
（14.9）

1,402
（63.4）

505
（22.2）

342
（15.0）

1,431
（62.8）

506
（23.0）

308
（14.0）

1,386
（63.0）

641

1,176

2,318 2,261

2,075

2,282 2,212 2,278
2,200

財政
調整
基金
556

（27.8）

減債
基金
183
（9.1）

特定
目的
基金
1,263
（63.1）

2,002

16

554
（27.0）

225
（11.0）

1,269
（62.0）

2,048

547
（25.1）

284
（13.0）

1,348
（61.9）

2,179

県全体
2,390億円

積立基金
2,002（83.8）

定 額
運用基金
388（16.2）

その他
特定目的基金
1,263（52.8）

土地
開発基金
325

（13.6）

その他
63

（2.6）

財政
調整基金
556
（23.3）

減債
基金
183
（7.7）

単位：億円・％

平成17年度末における積立基金現在高は、県全体で2,002.2億円となり、前年度（合併新市

が業務を引き受けた一部事務組合の残高を含む）の2,081.0億円と比較して78.8億円の減（3.8

％の減）となりました。内訳を見ます

と、財政調整基金が5.0億円（0.9％）、

減債基金が41.6億円（18.5％）、その

他特定目的基金が32.2億円（2.5％）と、

それぞれ減少しています。

減少した要因は、地方債の償還のた

めの減債基金の取崩しが大きかったこ

と、合併関係経費等に充当するため、

特定目的基金を取り崩した団体が多か

ったことなどです。

※基金の種類については、次ページ参照。

基金 ある特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるため、または定額の資金を運用するために設けられる基金のこ

とをいいます。前者を積立基金、後者を定額運用基金といい、それぞれ地方公共団体が任意で設置することができますが、そ

の設置は条例によることとされています。

（注）グラフ中の平成16年度までの数値は、合併新市が業務を引き受けた一部事務組合の残高を含まないので、本文中
と数値が異なる。
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一般財源に対して、どの程度「貯金」があるかを示す積立金現在高比率は、単純平均では、

市町村合併の影響により前年度（35.5％）より3.1ポイント上昇しましたが、加重平均では前

年度（39.4％）より1.5ポイント低下して37.9％となっており、今後の財政運営に対する蓄え

は引き続き減少傾向にあると言えます。減債基金やその他特定目的基金残高の減少が主な原因

です。

財政調整基金 年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てられ

る基金で、予期しない税収減や災害発生等の支出増加等への備えとな

ります。

減債基金 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的

で設けられる基金で、繰上償還を行うときなどに取崩しされます。

特定目的基金 特定の目的（高齢者福祉推進のための財源、文化セン

ターの建設財源、スポーツ振興に資するための財源等）のための財産

の維持又は資金の積立ての性質を持つ基金です。この基金については、

設置された目的のためでなければ処分することができません。

積立金現在高比率 地方公共団体の財政の安定性を判断する指標の一

つで、高いほど将来に対する蓄えがあるということができます。

標準財政規模 裏表紙の「財政運営のチェックポイント」参照。

（％）

0
8 9 10 11 12 13 1514 17年度16

（平均は単純平均）

45.3

38.4

32.4
33.5

31.9 31.6 31.4

44.5

44.6
42.1

42.7

38.7

37.7

37.9

42.2
41.2

40.2

40.7

39.6

44.2

43.3

42.6

45.5

47.5

43.7

42.5

34.4

48.4

38.6

42.7

30.0

49.7

35.8

35.5

31.7

42.1

40.8

42.6
41.9

市（仙台市除く）平均

県平均

町村平均

仙台市

県 平 均
仙 台 市
市（仙台市除く）平均
町 村 平 均

凡 例

（財政調整基金＋減債基金＋その他特定目的基金）

標準財政規模
×100

8

（町村部）（市部）

3

1

3

2

1

3

1

1

4

5

2

2

45％以上

40～45％未満

35～40％未満

30～35％未満

25～30％未満

20～25％未満

15～20％未満

15％未満
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平成17年度の決算規模は全体で3,712.1億円となり、前年度（3,886.8億円）から174.7億円

の減となりました。これを普通会計の歳出決算額（8,931.3億円）と比較すると、およそ41.6

％の額に相当し、市町村行財政運営の中でも極めて大きな位置を占めていると言えます。

決算規模を事業別に見ると、下水道事業が公営企業全体の31.0％を占めており、以下、病院

事業24.5％、水道事業（簡易水道事業を含む。）21.4％等となっています。

平成17年度末の企業債現在高は1兆2,654.7億円で、前年度（1兆2,870.8億円）から216.1億

円の減となっており、平成14年度をピークに減少傾向となっています。

企業債現在高を事業別に見ると、下水道事業が最も多く、全体の54.7％と半分以上を占めて

おり、以下、水道事業（簡易水道事業を含む。）18.6％、交通事業9.7％等となっています。

平成17年度の他会計繰入金は公営企業全体で675.5億円となり、前年度（678.2億円）から

2.7億円の減となりました。この内訳を見ると、収益的支出に充てられた繰入額は397.2億円で、

収益的収入に占める割合は15.1％となっています。一方、資本的支出に充てられた繰入額は

278.3億円で、資本的収入に占める割合は27.1％となっています。

公営企業会計の場合、経費の負担区分の原則等に基づいて一般会計等の他会計が負担すべき
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152,349
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1,079,000

567,208

233,687

141,383

96,844

50,244
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39,146

21,146

60,292

39,376

25,626

65,002

40,191

24,924

65,115

41,991

24,126

66,117

40,087

27,291

67,378

39,311

39,566

78,877

39,405

30,233

69,638

39,716

27,832

67,548

39,488

28,227

67,715

収益的支出分
資本的支出分

（百万円）

8 9 1110 12 17年度16151413
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仙台市
除く県計

38,548

27,407

仙台市

40,702

29,667

3,349

5,290

3,271

4,290

2,948

4,442

2,873
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4,271

2,056

3,039 2,726

仙台市
除く県計

2,195

3,459

1,698

仙台市
2,192

3,266

8 9 1110 12 17年度

39,373

28,451

67,824

16151413

（百万円）
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38,470

27,801

1,811

2,898

12,608

9,581

12,446

9,442
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道

病

院

上
水
道

他会計繰入金 一般会計等から上下水道事業や病院事業等の公営企業会計に対して、料金収入で賄うことが適当ではない又は

困難な経費、つまり、独立採算性になじまない経費に充てるための財源が繰入れられています。その繰入金額は、原則とし

て、地方公営企業法の規定や毎年度総務省より示される通知を基準にしており、事業ごとに市町村が算定しています。

収益的支出 一年間の経営活動のために使われる人件費や物件費等の支出のことです。基本的に、サービス提供の対価として

の収入（料金収入等）をもって充てられます。

資本的支出 建設工事や設備導入、企業債償還のための支出のことです。主に、企業債等の収入をもって充てられます。

又は負担できる経費もありますが、これらの経費以外の経費は、独立採算性の原則により経営

に伴う収入で賄うことが必要です。しかし、依然として多くの事業において他会計からの繰入

金に依存した経営状況となっています。
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経常収支比率 公営企業の経営分析に用いる指標の一つ

です。企業の経常的な活動における収益性を表し、100％

で収支が均衡している状態であり、100％を切る場合は収

益が費用を下回る状態です。算出方法は以下のとおりです。

回収率（％）
団体名

経常収支比率

経常収支比率

供用開始
経過年数（年）

病院名

５
年
以
下

６
〜
10
年

11
〜
15
年

16
〜
20
年

21
年
以
上

0 5040302010 60 70 80 90 100 120110

0 （％）5040302010 60 70 80 90 100 130120110

（％）

80

70

60

50

40

30

20

10

0

103.5

107.3

116.9

101.8

107.0

119.6

118.2

107.9

112.9

123.7

109.4

89.6

116.1

107.2

98.5

116.9

107.9

108.1

110.3

118.3

110.2

99.0

101.3

93.2

90.9

100.8

110.5

106.5

102.1

113.9

99.1

97.6

107.9

113.1

106.7

108.1

100.8

95.9

101.7

94.2

72.8

94.7

94.8

99.9

87.4

96.7

89.6

78.1

103.9

97.2

95.7

81.4

104.3

90.2

99.4

91.8

90.1

102.4

99.9

88.3

100.3

88.2

85.1

74.4

94.1

87.5

81.6

91.8

96.7

20.8
23.9 24.5

37.5

71.3

43.2

34.1

25.7
23.9

20.8

経常収益（＝営業収益+営業外収益）

経常費用（＝営業費用+営業外費用）
×100（％）

経費回収率 下水道事業の経営分析に用いる指標の一つ

で、汚水処理に要した経費（維持管理費及び資本費）に対

して、どの程度料金収入でまかなえているかを示したも

のであり、一般的には供用開始から年数が経過すると加

入者が増加するので、数値が高くなる傾向があります。汚

水処理の経費については、原則加入者からの料金収入に

よってまかなうこととなっています。算出方法は以下の

とおりです。

使用料単価（料金収入÷年間有収水量）

汚水処理原価（（維持管理費+資本費）÷年間有収水量）
×100（％）

仙 台 市

塩 竈 市

気 仙 沼 市

白 石 市

名 取 市

角 田 市

多 賀 城 市

岩 沼 市

登 米 市

栗 原 市

大 崎 市

蔵 王 町

大 河 原 町

村 田 町

柴 田 町

川 崎 町

丸 森 町

亘 理 町

山 元 町

松 島 町

七 ヶ 浜 町

利 府 町

大 和 町

大 郷 町

富 谷 町

大 衡 村

色 麻 町

加 美 町

涌 谷 町

美 里 町

女 川 町

本 吉 町

南 三 陸 町

石巻地方広域水道企業団

県 平 均

全 国 平 均

仙台市立病院

石巻市立病院

石巻市立雄勝病院

石巻市立牡鹿病院

塩竈市立病院

気仙沼市立病院

登米市立佐沼病院

登米市立登米病院

登米市立米谷病院

登米市立豊里病院

登米市立よねやま病院

栗原市立栗原中央病院

栗原市立若柳病院

栗原市立栗駒病院

大崎市民病院

大崎市民病院鳴子温泉分院

大崎市民病院岩出山分院

大崎市民病院鹿島台分院

蔵王町国民健康保険蔵王病院

国民健康保険川崎病院

丸森町国民健康保険丸森病院

涌谷町国民健康保険病院

美里町立南郷病院

女川町立病院

本吉町国民健康保険病院

公立志津川病院

公立刈田綜合病院

公立深谷病院

公立黒川病院

公立加美病院

みやぎ県南中核病院

県 平 均

全 国 平 均

仙
台
市
を
含
む
県
平
均

仙
台
市
を
除
く
県
平
均

仙
台
市
を
含
む
県
平
均

仙
台
市
を
除
く
県
平
均

回収率（％）

供用開始
経過年数（年）

５
年
以
下

６
〜
10
年

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30.4

43.7
43.7

40.6



平成17年度末において、累積欠損金を有する事業（実質収支で赤字が生じた事業を含む。以

下同じ。）は23事業（仙台市及び一部事務組合・企業団を除く。）で、累積欠損金の額は351.7億円

に上ります。

事業別に見ると、病院事業が12事業と最も多く、水道事業が4事業、下水道及び介護サービス

事業が各2事業、ガス、市場及び駐車場事業が各1事業となっています。

下記のグラフは、標準財政規模に対する累積欠損金の割合を表したものですが、累積欠損金

の額は主に病院事業会計で増加傾向にあり、標準財政規模に占める割合も高くなっています。

24

平成17年度末において、不良債務を有する事業は5事業ですべて病院事業です。不良債務の

額は合計で52.8億円に上ります。

下記のグラフは、診療収入等（医業収益）に対する不良債務の割合を表しており、不良債務が

生じた事業については、経営の健全化が必要です。

累積欠損金 営業活動によって生じた欠損金（赤字）が、複数年度にわたって累積したものを言います。

不良債務 一年以内に支払うべきもの（流動負債）の額が、一年以内に換金できるもの（流動資産）の額を超える場合その超

える額を不良債務といい、一般的には資金不足を表しています。算出方法は以下のとおりです。

流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）

塩 竈 市

女 川 町

南三陸町

丸 森 町

蔵 王 町

登 米 市

名 取 市

石 巻 市

気仙沼市

川 崎 町

栗 原 市

涌 谷 町

美 里 町

富 谷 町

塩竈市（病院）

公立深谷病院組合（病院）

石巻市（病院）

黒川地域行政事務組合（病院）

南三陸町（病院）

0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

病院
下水道
上水道
ガス
市場
駐車場
介護

（単位：％）

（単位：％）

0 20 40 60 80 100 120 140

47.1

136.5

62.5

35.9

17.4

10.1

40.0

34.7

30.1

5.6 19.6

23.0

21.0

19.0

17.1

15.0

10.9

7.6 0.7

6.0

1.2 0.1

0.5

1.6

3.3 0.5



（1） このグラフでは、各市町村財政の現状を表す6種類（①経常収支比率、②実質公債費比率、③

起債制限比率、④地方債現在高比率、⑤積立金現在高比率、⑥将来にわたる財政負担比率）の

データを用いて、各指標の警戒ラインと言われている数値と比較したもので、点線が警戒ラ

イン、赤色（平成17年度）、青色（平成16年度）の実線が各団体の数値を示しています。なお、

実質公債費比率については、昨年度まで使用していた公債費負担比率に代えて今年度から

使用しているため、平成16年度のデータがありません。また、合併新市町については、全指標

が平成17年度のみ表示されています。

（2） 各財政指標の分類は、2（健全エリア）、1（準警戒エリア）、0（警戒エリア）、－1（危険エリア）

の4段階に区分し、各市町村の赤色の実線が外側にあるほど財政状況がよいことを表し、理

想的には、各財政指標の数値が分類の「2」で、正六角形となることが望まれます。

（3） 市町村ごとの財政指標（レーダーチャート・グラフ）を見る場合、①経常収支比率、②実質公

債費比率及び③起債制限比率を市町村財政の現況を表すものとして、④地方債現在高比率

及び⑤将来にわたる財政負担比率を市町村財政の将来の姿を予測するものとして見てくだ

さい。また、⑥積立金現在高比率は、現時点及び将来にわたっての財源的な蓄えを表す指標

です。

25

財政指標 １（準警戒エリア） ０（警戒エリア） －１（危険エリア）２（健全エリア）

経常収支比率（市）

経常収支比率（町村）

実 質 公 債 費 比 率

起 債 制 限 比 率

地方債現在高比率

積立金現在高比率

将来にわたる財政負担比率

80％以上085％未満

75％以上080％未満

10％以上015％未満

10％以上013％未満

200％以上250％未満

30％以上040％未満

150％以上200％未満

85％以上090％未満

80％以上090％未満

15％以上018％未満

13％以上015％未満

250％以上300％未満

20％以上030％未満

200％以上250％未満

80％未満

75％未満

10％未満

10％未満

200％未満

40％以上

150％未満

90％以上

90％以上

18％以上

15％以上

300％以上

20％未満

250％以上

例

昨年度

今年度

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２０２.６３８.６１７０.５９.０１５.３８９.３

０１２２００

市平均

積立金
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２１.８３１.４１７５.４１０.３１５.９９１.５

０１２１０崖１

町村平均

積立金
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１９１.８４２.７１６７.８８.３１４.９８８.１

１２２２１０

※単純平均 ※単純平均



仙台市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

起債
制限比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

３６７.９４８.４２９９.４１９.０１８.９９５.９

崖１２０崖１崖１崖１

石巻市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

起債
制限比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２１７.８１８.７１８１.５１０.９１６.５９８.５

０崖１２１０崖１

塩竈市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

起債
制限比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２１８.１１２.８１８０.３１２.３１６.７９６.６

０崖１２１０崖１

気仙沼市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

起債
制限比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

３０９.９５.９１７３.７９.３１５.７９４.９

崖１崖１２２０崖１

白石市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

起債
制限比率

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１７７.９６２.８１５２.７２.５８.３８５.４

１２２２２０

名取市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２０５.９２５.４１６９.８１１.０１２.８８８.８

００２１１０

角田市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１７３.７３２.９１３８.６９.４１８.６９０.７

１１２２崖１崖１

多賀城市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２９.８４０.７１７６.０１０.２１７.７１００.３

０２２１０崖１

岩沼市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

起債
制限比率

地方債現在高比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１４０.５７１.０１１５.８８.４１４.２８９.８

２２２２１０



登米市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２０１.３２８.８１７４.０９.０１３.３８７.６

００２２１０

栗原市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２３０.５２９.３１８０.５１０.８１７.５８９.２

００２１００

東松島市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１８４.５１４.７１５３.９１０.５１６.３７９.５

１崖１２１０２

大崎市

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２５.３１６.５１８４.３１０.４１９.８９１.８

０崖１２１崖１崖１

蔵王町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２０.１２３.３２０８.１１２.８１７.２９２.９

００１１０崖１

七ヶ宿町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１７３.３１０７.２１４０.３７.２１３.２９１.３

１２２２１崖１

大河原町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１３１.０２０.４１１５.８８.１２０.７９５.４

２０２２崖１崖１

村田町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２５４.３１４.８２３６.１１２.３２３.１８６.０

崖１崖１１１崖１０

柴田町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２４７.１９.８２００.６９.５２１.４９１.０

０崖１１２崖１崖１



川崎町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１３５.８４７.３１２９.０６.９１２.４８４.６

２２２２１０

丸森町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１９６.１３６.３１７４.４４.９１６.５８９.２

１１２２００

亘理町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１６２.３４０.１１４３.５６.４１２.４８６.４

１２２２１０

山元町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２７.８４９.７１９５.２７.６１４.９８９.２

０２２２１０

松島町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２０２.３３４.１１８０.８１０.８１７.８８３.６

０１２１００

七ヶ浜町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１６０.６３２.５１３６.４６.３１３.２９１.５

１１２２１崖１

利府町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２６７.１３２.９２５３.５１０.７９.５９２.６

崖１１０１２崖１

大和町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１７７.５５０.１１４５.６７.０１６.３８５.２

１２２２００

大郷町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１９５.１５２.５１７１.３７.３１３.７９１.８

１２２２１崖１

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1



富谷町

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

９３.１５４.２１０４.３８.３９.４９８.４

２２２２２崖１

大衡村

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１９３.４１０１.５１４４.１８.５１５.０８４.０

１２２２００

色麻町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１５０.１２０.１１２５.４８.２１７.８７９.９

１０２２０１

加美町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２７９.１１７.５２４８.２１４.７２０.６９３.１

崖１崖１１０崖１崖１

涌谷町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

１９４.８１７.４１８４.２１０.５１４.５９２.６

１崖１２１１崖１

美里町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２５.９２３.２１８４.１６.９１６.２８９.６

００２２００

女川町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

６８.９１４２.６５３.９１.１２.８５２.４

２２２２２２

本吉町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２２５.４２３.１１９１.３７.６１２.４９３.７

００２２１崖１

南三陸町

将来にわたる
財政負担

積立金現在高
比率

地方債現在高
比率

起債制限比率
実質公債費
比率

経常収支比率

２３０.２３２.３１９２.９８.４１１.７９１.７

０１２２１崖１

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1

積立金 
現在高比率

将来にわたる
財政負担

経常収支比率

地方債現在高比率

起債
制限比率

222

222

222

222

111

111

111

111

000

000

000

000

--11-1
--11-1

--11-1
--11-1

222

222

111

111

000

000

--11-1

--11-1



現行の再建制度（地方財政再建促進特別措置法）

地方が自由に使える財源を増やし、自らの創意工夫と責任で政策を決定できるようにするため、

「国から地方への税源移譲」、「国庫補助負担金の廃止削減」及び「地方交付税の見直し」の3

つの改革を同時に行ういわゆる「三位一体の改革」の取組が進められてきました。

また、平成18年度から地方債制度が許可制から協議制に移行しました。これまで地方債の発

行は、原則として禁止され、許可を受けることにより禁止が解除されるという制度でしたが、

原則として自由に発行できるという制度に変わりました。

さらに、これらの制度改正や今後進められる地方分権改革により、国の定める様々な基準に

縛られずに地方の自主性を発揮できる余地が拡大すると同時に、財政規律の確保について、地

方の自己責任が厳しく問われるようになります。

現在、国で「新しい地方財政再生制度」の制度設計について議論が進められている背景には、

以上のような動きがあります。

現在、地方公共団体の財政再建制度としては、普通会計を対象とした再建制度（地方財政再

建促進特別措置法）と地方公営企業を対象とした再建制度（地方公営企業法）が、それぞれ独

立して設けられています。

現行制度については、下の図のような問題点が指摘されています。

◯赤字団体が申出により、財政再建計画を策定（総務

大臣の同意が必要）

※赤字比率が5％以上の都道府県、20％以上の市町村は、法に

基づく財政再建を行わなければ建設地方債を発行できない

30

地方財政再建促進特別措置法

健全財政 財政悪化

●早期是正・再生という観点からの分かりやすい財政情報の開示や財政指標の正確性を担保する手段が不十分

●再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない

●普通会計を中心としたフロー指標のみが用いられ、ストックベースの財政状況に課題がある団体が対象と

ならない

●公営企業や地方公社等との関係が考慮されていない

●公営企業にも早期是正機能がない等の課題

現行制度の課題 ◯公営企業もこれに準じた再建制度（地方公営企業法）

（注1）フロー：一定期間に生産され流動する経済数量。ここでは、
歳入、歳出の金額を指す。

（注2）ストック：ある一時点に存在する経済数量。ここでは、
基金、地方債などの残高を指す。



再生法制において活用される予定の4つの指標

その上で、指標が一定水準以上悪化した場合には、早期健全化スキームを通じて自主的な改

善努力による財政健全化を目指します。団体は自ら財政健全化計画を策定・公表し、毎年度実

施状況を公表しなければなりません。

それでも、さらにフロー指標が悪化し一定水準以上となった場合には、再生スキームによる

財政の再生に取り組むことになります。このスキーム（計画、しくみ）では、団体が、財政再

生計画の策定に当たって総務大臣の同意を得ない場合には、地方債発行に制限が課せられるほか、

計画と実際の財政運営が適合しない場合に、予算の変更等について総務大臣の勧告を受けるなど、

様々な制約の下、計画の厳格な進行管理が行われます。

一方、公営企業会計については、上記スキームに組み入れられているほか、個々の公営企業

についても、経営悪化の初期の段階から経営健全化計画の策定を義務づけることにより、上・

下水道、病院などの経営悪化が住民生活に多大な影響を与えることのないようにすべきである

とされています。

総務省が設置した「新しい地方財政再生制度研究会」は、平成18年12月8日に公表した報告

書において、現行制度の反省点を踏まえ、「新しい地方財政再生制度においては、財政情報の

開示を徹底し、透明なルールのもとに早期是正措置を導入することにより、住民のチェック機

能を働かせ、財政再建を促していくことを柱とする早期是正・再生スキームを構築すべき」で

あるとの提言を行いました。

この提言を踏まえた法制化に向けた議論では、まず、潜在的なリスクも含めた中長期的な財

政運営の健全化を図るという観点から、地方公営企業や地方公社、第3セクター等の状況も反映

した、フロー・ストック両面の新たな財政指標を導入し、実質収支比率等の既存指標とともに

活用すべきであるとしています。

平成18年6月に北海道夕張市が地方財政再建促進特別措置法に基づく再建に向けて取り組むこ

とを表明しました。観光事業会計等の公営企業会計や公社・第3セクターを含めた赤字の実態を、

表面化することなく拡大させたことが、250億円を超える膨大な実質赤字を生じさせた最大の要

因であると言われています。現行の再建制度の問題点と密接に関連している事例と言えます。

※ ～ はフロー指標、 はストック指標。

※ 及び は既存の指標、 及び は新設の指標。
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上記の内容を実行に移すため、平成19年の通常国会に法案が提出され議論されています。正式

に法制化され、実際にスタートする（平成20年度決算から適用予定）までには、これまで説明し

てきた内容に修正が加えられる可能性があります。しかし、財政分析指標等を活用した、適切で

わかりやすい財政情報の開示が、健全な財政運営の最も基本となる要素であることに疑いの余地

はありません。公会計システムの充実と積極的な情報開示を通じ、住民やその代表である議会の

チェック機能が十分発揮されることが、地方公共団体の財政規律の強化につながります。

32

■指標整備と開示の徹底

●各会計をカバーする新たな

フロー指標及び公営企業、

公社、第3セクター等の影

響も含めたストック指標を

導入

●実質収支（赤字）比率等、既

存指標も活用し、全団体で

指標を公表

●監査委員の審査に付した上

で公表

指標の整備と情報開示の徹底

■自主的な改善努力による財政健全化

●自ら財政健全化計画を策

定し、議会の議決を経て公

表することを義務付け

●実施状況は毎年度公表。全

国的な状況も公表

●早期健全化が著しく困難

と認められるときは、総務

大臣又は知事が必要な勧

告

●外部監査要求の義務付け

財政の早期健全化

公営企業の
経営健全化

■国等の関与による確実な再生

●財政再生計画（具体的な経費削減策等）を

策定し、議会の議決を経て公表することを

義務付け

●外務監査要求の義務付け

●財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意

を求めることができる

【同意無】

・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を

制限

【同意有】

・収支不足額を振り替えるため、償還年限

が計画期間内である地方債（再生振替特

例債）の起債可

●財政運営が計画に適合しないと認められ

る場合等においては、予算の変更等を勧告

財政の再生

●資金不足比率の公表

●比率が基準以上となった場合には、経営健全化

計画を策定

新しい地方財政再生制度の整備について

健全財政 財政悪化



1 経常収支比率
地方公共団体における財政構造の弾力性を見るうえで最も重要な財政指標であり、人件費、扶助費、公債

費等のように容易に縮減することのできない経常的経費に税、交付税等を中心とする経常的な一般財源収入

がどの程度充当されているかを測定しようとするものである。これが市にあっては80％、町村にあっては

75％を超えると財政構造の弾力性を失いつつあると考えてよい。

《算式》

歳出総額のうち経常的経費に充当した一般財源
―――――――――――――――――――――――――――――――――― ×100
歳入総額のうち広義の経常的一般財源＋減税補てん債＋臨時財政対策債

2 起債制限比率
普通会計の地方債元利償還金による財政の圧迫の度合いをみる指標。

《算式》

15年度 16年度 17年度
Ａ＋Ｅ－Ｂ－Ｃ－Ｇ

＋
Ａ＋Ｅ＋Ｆ－Ｂ－Ｃ－Ｇ

＋
Ａ＋Ｅ＋Ｆ－Ｂ－Ｃ－Ｇ

―――――――――――― ――――――――――――― ―――――――――――――
標準財政規模＋Ｄ－Ｂ－Ｃ－Ｇ 標準財政規模＋Ｄ－Ｂ－Ｃ－Ｇ 標準財政規模＋Ｄ－Ｂ－Ｃ－Ｇ

１
× ― ×100
３

（注）

Ａ…地方債元利償還金充当一般財源（繰上償還分及び準公債費償還額を除く）

Ｂ…災害復旧費等に係る基準財政需要額

Ｃ…普通交付税の算定において、事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

（普通会計に属する地方債に係るものに限る。一部事務組合の地方債に係るものを除く）

Ｄ…臨時財政対策債発行可能額

Ｅ…ＰＦＩ事業における債務負担行為に係る支出に充てられた一般財源

（施設整備費、用地取得費に係るものに限る。）

Ｆ…五省協定・負担金等における債務負担行為に充てられた一般財源

Ｇ…事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負担行為に係る支出

3 財政力指数
基準財政収入額
――――――――― で表わされ、この数値が大きい程財政力が強いとみることができる。
基準財政需要額

《算式》

平成15年度 平成16年度 平成17年度
基準財政収入額 基準財政収入額 基準財政収入額 １
―――――――― ＋ ―――――――― ＋ ―――――――― × ―
平成15年度 平成16年度 平成17年度 ３
基準財政需要額 基準財政需要額 基準財政需要額
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4 標準財政規模
その地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模をいい、すなわち、標

準的な行政活動を行うために必要な経常的一般財源の総量を示すものである。

《算式》標準税収入額＋普通交付税額

（注）標準税収入額＝（基準財政収入額－地方譲与税－交通安全特別対策交付金）

100
×　　　× ――＋地方譲与税＋交通安全特別対策交付金
100

7575

5 実質公債費比率
平成18年度より地方債の発行が許可制度から協議制度へ移行したことに伴い、許可団体と協議団体を分

ける基準の1つとして新たに設けられた指標。従来の起債制限比率では算入されていなかった「公営企業に

対する一般会計繰出金」や「一部事務組合に対する負担金・補助金」などのうち公債費に充当されたもの等

を含めた「実質的な公債費」に費やした一般財源の額が、標準財政規模に占める割合を表す比率。平成15

年度から平成17年度の単年度分をそれぞれ計算し、その値を3ヵ年平均したものが平成17年度決算の実質公

債費比率となる。

18％以上の団体は起債許可団体となり、25％以上の団体は一部の起債が制限される。

《算式》

実質公債費比率 ＝ + +

× ×100

（注1）

Ａ………地方債の元利償還金（公営企業分、繰上償還等を除く）

Ｂ………地方債の元利償還金に準ずるもの（「準元利償還金」）

Ｃ………元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源

Ｄ………地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算

入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要

額に算入された額

Ｅ………標準財政規模

Ｆ………臨時財政対策債発行可能額

（注2）

準元利償還金………①満期一括償還方式の地方債の1年当たりの元金償還金相当額

②公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金

③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金

④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（PFI事業に係る委託料、

国営事業負担金、利子補給など）

15年度
（A＋B）－（C＋D）

E＋F－D

1
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16年度
（A＋B）－（C＋D）

E＋F－D

17年度
（A＋B）－（C＋D）

E＋F－D


